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近
現
代
の
山
岳
宗
教
と
修
験
道

―

神
仏
分
離
令
と
神
道
指
令
へ
の
対
応
を
中
心
に―

宮

家
　

準

序

　

慶
応
四
年
（
一
九
六
八
）
の
神
仏
分
離
令
と
昭
和
二
〇
年
（
一
九

四
五
）
一
二
月
一
五
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）

が
出
し
た
神
道
指
令
は
い
ず
れ
も
そ
の
後
の
宗
教
界
に
大
き
な
転
換

を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
も
な
さ
れ
て

い
る
）
1
（

。
ま
ず
神
仏
分
離
に
つ
い
て
見
る
と
、
神
道
史
の
立
場
か
ら
は

国
家
神
道
成
立
に
到
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
仏
教
史
で
は
廃
仏

毀
釈
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
）
2
（

。
ま
た
修
験
道
史
で
は
吉
野
、
羽
黒
、

英
彦
山
な
ど
修
験
霊
山
の
神
仏
分
離
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
神
仏
分
離
の
研
究
は
主
と
し
て『
神
仏
分
離
史
料
』

全
五
巻
を
も
と
に
、
中
央
の
大
社
や
廃
仏
毀
釈
が
激
し
か
っ
た
事
例

や
そ
の
思
想
的
背
景
を
な
す
国
学
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
）
3
（

。
も
っ

と
も
神
仏
分
離
令
後
の
法
令
に
は
朝
令
暮
改
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

こ
の
暮
改
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
一
つ
に
は
真
宗
な
ど
の
仏
教
界

の
反
対
、
信
教
の
自
由
の
視
点
か
ら
の
欧
米
の
批
判
、
三
つ
に
は
民

俗
宗
教
に
も
と
づ
く
民
衆
の
反
発
が
あ
っ
た
。
一
方
神
道
指
令
は
米

国
の
占
領
政
策
を
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
に
も
と
づ
く
と
の
視
点

か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
）
4
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
本
小
論
で
は
、
こ
の
神
仏
分
離
と
神
道
指
令
の
う

ち
、
ま
ず
（
一
）
で
神
仏
分
離
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
霊

山
と
里
修
験
の
対
応
を
紹
介
す
る
。
つ
い
で
（
二
）
で
、
修
験
道
廃

止
と
天
台
宗
・
真
言
宗
所
属
後
の
修
験
本
山
や
里
修
験
の
動
向
を
紹

介
す
る
。
そ
し
て
（
三
）「
霊
山
信
仰
の
盛
行
」
で
は
仏
教
教
団
所

属
後
の
聖
護
院
や
醍
醐
三
宝
院
の
峰
入
に
よ
る
霊
山
信
仰
の
盛
行
を

跡
づ
け
る
。（
四
）
で
は
戦
後
の
霊
山
の
神
社
で
の
登
拝
や
修
験
行

事
な
ど
の
復
活
を
境
内
地
払
い
さ
げ
運
動
と
関
連
づ
け
て
分
析
し
、

（
五
）
で
は
戦
後
の
修
験
教
団
や
修
験
系
新
宗
教
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
神
仏
分
離
令
、
神
道
指
令
に
対
す
る
宗
教
界
の
対
応

の
う
ち
に
そ
の
根
底
に
あ
る
民
俗
宗
教
の
山
岳
信
仰
に
つ
い
て
考
察
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す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
神
仏
分
離
と
修
験
霊
山
・
本
山

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
一
七
日
、
明
治
政
府
の
神
祇
事
務

局
は
諸
社
に
対
し
て

（
一
）
5
（

）「
今
般
王
政
復
古
旧
弊
御
一
洗
被
為
在
候
ニ
付
、
諸
国
大
小
ノ

神
社
ニ
於
テ
僧
形
ニ
テ
別
当
或
ハ
社
僧
杯
ト
相
唱
へ
候
輩
ハ
復
飾
被

仰
出
候
。
若
復
飾
ノ
儀
無
余
儀
差
支
有
之
分
ハ
可
申
出
候
仍
テ
此
段

可
相
心
得
候
事
。

　
　

･

但
別
当
社
僧
の
輩
復
飾
ノ
上
ハ
是
迄
ノ
僧
位
僧
官
返
上
勿
論
ニ

候
官
位
ノ
儀
ハ
追
テ
御
沙
汰
可
被
為
在
候
間
当
今
ノ
処
衣
服
ハ

淨
衣
ニ
テ
勤
仕
可
致
候
事
。

右
ノ
通
相
心
得
致
復
飾
候
面
々
ハ
当
局
ヘ
届
出
可
申
者
也
）
6
（

。」

と
の
布
達
一
六
五
号
に
よ
っ
て
神
社
に
僧
形
で
奉
仕
す
る
別
当
社
僧

に
復
飾
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
際
に
余
儀
な
い
差
支
え
が
あ
る
時
は

復
飾
の
う
え
で
神
職
と
な
り
、
淨
衣
を
着
て
神
勤
す
る
事
を
認
め
て

い
る
。
さ
ら
に
同
年
の
三
月
二
八
日
に
は
、
太
政
官
か
ら

（
二
）「
一
、
中
古
以
来
某
権
現
或
ハ
牛
頭
天
王
之
類
其
外
仏
語
ヲ
以

神
号
ニ
相
称
候
神
社
不
少
候
何
レ
モ
其
神
社
之
由
緒
委
細
ニ
書
付

早
々
可
申
出
候
事
。

　
　

･

但
勅
祭
之
神
社
御
宸
翰
勅
額
等
有
之
候
向
ハ
是
又
可
伺
出
、
其

上
ニ
テ
御
沙
汰
可
有
之
候
。
其
余
之
社
ハ
裁
判
鎭
台
領
主
支
配

頭
等
ヘ
可
申
出
候
事
。

一
、
仏
像
ヲ
以
テ
神
体
ト
致
候
神
社
ハ
以
来
相
改
可
申
候
事
。
附
本

地
抔
ト
唱
ヘ
仏
像
ヲ
社
前
ニ
掛
或
ハ
鰐
口
梵
鐘
仏
具
等
之
類
差
置
候

分
ハ
早
々
取
除
キ
可
申
事
」

と
の
第
一
九
六
号
の
布
達
が
出
さ
れ
、
権
現
や
牛
頭
天
王
な
ど
の
仏

号
の
神
号
へ
の
変
更
、
神
社
か
ら
仏
像
、
仏
具
等
の
撤
去
が
命
じ
ら

れ
た
。
こ
の
二
つ
の
法
令
は
神
仏
分
離
（
神
仏
判
然
令
）
の
中
核
を

な
す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
両
法
令
に
も
と
づ
い
て
比
叡
山
麓
の
日
吉
権
現
で
は
同
年
四

月
一
日
に
社
司
樹
下
茂
国
ら
に
よ
る
激
し
い
廃
仏
毀
釈
が
行
な
わ
れ

た
。
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
同
年
四
月
一
〇
日
に
は
、
太
政
官
か

ら
（
三
）「
神
仏
分
離
を
慎
重
に
す
べ
き
令
」（
太
政
官
布
告
第
二
二
六

号
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
は
同
年
に
こ
れ
に
続
い
て
出
さ
れ

た
（
四
）「
日
吉
祭
の
山
門
取
扱
を
止
め
一
社
に
て
祭
式
執
行
の
件
」

（
四
月
一
三
日
、
太
政
官
布
達
第
二
三
五
号
）、（
五
）「
神
祇
の
菩
薩
号
廃

止
に
関
す
る
件
」（
四
月
二
四
日
、
太
政
官
達
）、（
六
）「
別
当
、
社
僧

還
俗
の
上
は
神
主
、
社
人
と
称
せ
し
む
る
件
」（
閏
四
月
四
日
太
政
官

布
告
二
八
〇
号
）、（
七
）「
石
清
水
八
幡
宮
の
大
菩
薩
号
廃
止
の
件
」（
五

月
三
日
、
太
政
官
布
告
、
第
三
六
六
号
）、（
八
）
真
宗
各
派
へ
の
「
神
仏

分
離
は
廃
仏
毀
釈
で
は
な
い
旨
の
諭
達
」（
六
月
二
二
日
、
御
沙
汰
第

五
〇
四
号
）、（
九
）「
石
清
水
八
幡
宮
の
放
生
会
を
中
秋
祭
と
改
め
る

件
」（
七
月
一
九
日
、
太
政
官
達
五
六
八
）、（
一
〇
）「
北
野
天
満
宮
神
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饌
に
魚
味
供
進
の
件
」（
七
月
二
五
日
太
政
官
達
五
八
四
）、（
一
一
）「
僧

侶
が
妄
に
復
飾
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
件
」（
九
月
一
八
日
、
行
政
官
布

告
七
五
二
）、（
一
二
）「
法
華
宗
三
十
番
神
の
称
を
禁
止
す
る
件
」（
一

〇
月
一
八
日
、
御
沙
汰
第
八
六
二
号
）
の
一
二
の
法
令
を
総
称
し
て
神

仏
分
離
令
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
と
も
す
れ
ば
神
仏
分
離
（
判
然
）

令
は
廃
仏
毀
釈
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
部
社
人

の
暴
挙
で
、
政
府
は
（
三
）、（
八
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
を

抑
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
（
一
一
）
で
も
、
神

仏
分
離
は
破
仏
で
も
僧
侶
に
復
飾
を
強
い
る
も
の
で
も
な
い
と
し
て

る
。

　

以
上
の
一
三
の
達
の
内
容
は
大
き
く
次
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
に
ま
と
め
る

こ
と
が
出
来
る
。

（
Ａ
）
僧
形
で
神
社
に
奉
仕
し
て
き
た
別
当
（
そ
の
多
く
は
修
験
）、
社

僧
を
復
飾
さ
せ
る
（
一―

上
記
の
神
仏
分
離
令
の
番
号
、
以
下
同
様
）。

そ
の
後
神
社
に
奉
仕
を
希
望
す
る
時
は
神
主
、
社
人
と
す
る
（
六
）。

た
だ
し
復
飾
し
な
い
で
分
離
し
た
仏
寺
に
僧
侶
と
し
て
奉
仕
す
る
こ

と
は
か
ま
わ
な
い
（
一
一
）。

（
Ｂ
）
古
来
神
格
を
権
現
・
菩
薩
・
牛
頭
天
王
な
ど
の
仏
語
で
称
し

た
も
の
、
日
蓮
宗
の
三
十
番
神
は
禁
止
す
る
。
ま
た
神
社
に
あ
る
仏

像
・
仏
具
・
鰐
口
、
梵
鐘
は
除
去
す
る
（
二
、
五
、
七
、
一
二
）。

（
Ｃ
）
神
社
で
仏
教
的
な
祭
祀
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
（
日
吉
祭
、
北

野
神
社
、
放
生
会
な
ど
、
四
、
九
、
一
〇
）。

（
Ｄ
）
神
仏
分
離
は
排
仏
毀
釈
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

社
人
の
粗
暴
を
戒
め
る
と
共
に
、
真
宗
の
門
徒
な
ど
を
安
心
さ
せ
る

（
三
、
八
）。

　

次
に
代
表
的
な
修
験
霊
山
で
あ
る
吉
野
、
羽
黒
、
英
彦
山
の
神
仏

分
離
令
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
吉

野
一
山
に
対
し
て
は
同
年
六
月
一
三
日
弁
事
御
役
所
か
ら
蔵
王
権
現

を
神
号
に
あ
ら
た
め
、
僧
侶
は
復
飾
す
る
よ
う
命
令
が
下
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
一
山
は
蔵
王
権
現
は
仏
像
ゆ
え
復
飾
せ
ず
僧
侶
と
し

て
奉
仕
し
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
け
れ
で
も
結
局
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）、
政
府
の
意
を
受
け
た
奈
良
県
庁
か
ら
山
内
の
金
峰
神
社

を
本
社
と
し
、
山
下
蔵
王
堂
（
現
吉
野
山
蔵
王
堂
）
を
口
の
宮
、
山
上

蔵
王
堂
（
現
大
峰
山
寺
）
を
奥
宮
と
し
、
山
内
の
僧
侶
は
復
飾
神
勤

す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
一
山
で
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
が
、
山

下
蔵
王
堂
や
諸
院
坊
の
仏
像
を
一
山
集
議
所
の
密
蔵
院
に
遷
し
、
そ

の
管
理
を
一
山
の
葬
式
寺
だ
っ
た
善
福
寺
に
依
頼
し
た
。
た
だ
山
下

蔵
王
堂
の
三
体
の
巨
大
な
蔵
王
権
現
は
移
動
が
困
難
な
た
め
、
前
方

に
幕
を
は
り
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
前
に
鏡
を
か
け
、
幣
束
を
立
て
、
金

峰
神
社
の
分
霊
を
勧
請
し
た
。
一
方
奥
宮
で
も
同
様
の
こ
と
が
行
な

わ
れ
た
。
そ
の
際
山
麓
の
洞
川
部
落
が
管
理
し
て
い
た
小
笹
の
堂
を

山
上
ヶ
岳
に
移
し
、
そ
こ
に
山
上
蔵
王
堂
の
仏
像
や
役
行
者
像
を
安

置
し
、
葬
式
寺
だ
っ
た
吉
野
山
の
善
福
寺
を
洞
川
の
竜
泉
寺
が
管
理

し
、
両
部
落
の
共
有
と
し
た
。
た
だ
登
拝
者
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
行
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者
堂
に
参
詣
し
た
）
（
（

。

　

出
羽
三
山
で
は
神
仏
分
離
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
戊
辰
戦
争
が

終
っ
た
明
治
二
年
五
月
一
八
日
の
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
羽
黒
一
山
で

は
こ
れ
に
従
っ
て
羽
黒
権
現
を
羽
黒
神
社
と
し
、
別
当
の
官
田
が
社

司
と
な
り
、
羽
黒
羽
前
と
名
乗
っ
た
。
た
だ
荒
沢
寺
は
仏
寺
の
ま
ま

と
し
、
山
麓
衆
徒
を
こ
れ
に
所
属
さ
せ
た
。
そ
の
後
明
治
六
年
（
一

八
七
三
）
三
月
教
部
省
は
平
田
派
の
国
学
者
西
川
須
賀
雄
を
宮
司
に

任
命
し
た
。
西
川
は
羽
黒
神
社
を
出
羽
神
社
と
改
称
し
、
月
山
神
社

（
旧
月
山
権
現
）
と
湯
殿
山
神
社
（
旧
湯
殿
権
現
）
を
統
轄
し
た
。
ま
た

羽
黒
山
上
の
開
山
堂
を
蜂
子
神
社
と
改
称
し
、
朝
廷
か
ら
授
か
っ
た

そ
の
諡
号
の
照
見
大
菩
薩
号
を
返
上
し
た
。
そ
し
て
翌
七
年
に
は
教

部
省
の
承
認
の
も
と
に
、
山
麓
の
衆
徒
を
復
飾
神
勤
さ
せ
た
。
そ
し

て
彼
ら
を
蜂
子
神
社
附
属
の
赤
心
報
国
教
会
に
所
属
さ
せ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
持
つ
檀
那
場
を
回
檀
さ
せ
て
、
神
社
の
玉
串
を
配
布
さ
せ
た
。

一
方
荒
沢
寺
は
正
善
院
、
金
剛
樹
院
な
ど
山
麓
の
檀
那
寺
に
護
持
さ

れ
て
、
天
台
寺
院
と
し
て
羽
黒
修
験
の
法
脈
を
継
承
し
た
）
8
（

。

　

英
彦
山
で
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
三
月
に
尊
皇
攘
夷
の
勅
諚

を
受
け
、
座
主
教
宥
を
始
め
一
山
は
長
州
藩
の
尊
皇
派
に
加
担
し
た
。

け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
を
佐
幕
派
の
小
倉
藩
に
密
告
さ
れ
、
二
〇
余
名

の
修
験
が
同
藩
に
連
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
王
政
復
古
が
な
る
と
、
処

刑
を
ま
ぬ
が
れ
た
者
は
開
放
さ
れ
た
。
そ
し
て
神
仏
分
離
令
が
施
行

さ
れ
る
と
、
英
彦
山
権
現
を
廃
し
て
、
神
祇
官
直
支
配
の
神
社
と
な

り
、
座
主
は
僧
正
官
を
返
上
し
て
復
飾
し
、
英
彦
山
神
社
宮
司
に
任

じ
ら
れ
た
。
一
山
で
は
天
皇
を
崇
め
神
祇
を
敬
う
こ
と
を
旨
と
し
た

約
一
二
〇
人
か
ら
成
る
神
兵
隊
が
組
織
さ
れ
、
山
内
の
仏
像
・
仏
具
・

堂
塔
を
破
壊
し
た
。
幸
に
し
て
大
講
堂
は
残
さ
れ
た
が
、
内
陣
の
阿

弥
陀
・
釈
迦
・
不
動
の
か
わ
り
に
祭
神
の
天
忍
穂
耳
尊
、
伊
弉
諾
尊
、

伊
弉
冉
尊
を
象
徴
す
る
三
面
の
鏡
を
祀
る
神
社
の
奉
幣
殿
と
な
っ
た
。

け
れ
ど
も
山
内
に
残
っ
た
九
五
坊
は
檀
那
廻
り
を
継
続
し
、
参
詣
者

の
宿
泊
な
ど
の
便
を
は
か
り
続
け
た
）
9
（

。

　

全
国
各
地
の
修
験
霊
山
で
も
種
々
の
形
で
神
仏
分
離
が
行
な
わ
れ

た
。
け
れ
ど
も
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
一
八
日
ま
で
戊
辰
戦

争
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
神
仏
分
離
の
実
施
は
諸
藩
の
霊
山
、

社
寺
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
多
く
の
霊
山
や
社
寺
で

は
、
各
藩
県
に
伺
い
出
て
、
そ
の
指
示
に
も
と
づ
い
た
が
、
そ
れ
で

も
決
裁
が
つ
か
な
い
時
は
、
中
央
官
庁
に
伺
っ
て
そ
の
指
示
に
従
っ

て
実
施
し
た
。

　

近
世
以
来
、
本
山
派
を
統
轄
し
た
聖
護
院
で
は
、
慶
応
四
年
一
月

八
日
に
聖
護
院
門
跡
が
還
俗
し
て
海
軍
総
督
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も

そ
の
後
も
園
城
寺
別
当
と
修
験
道
管
領
は
兼
職
し
た
。
一
方
当
山
派

を
統
率
し
た
三
宝
院
門
跡
の
易
宮
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
復

飾
し
て
閑
院
宮
載
仁
親
王
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
東
国
に
多
く
の
霞
を
有
し
た
本
山
派

の
若
王
子
殿
役
所
で
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
に
奥
羽
両
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国
并
に
常
州
本
山
修
験
中
に
対
し
て
、
神
仏
分
離
令
で
両
部
（
神
道

と
仏
教
）
習
合
は
相
成
ら
ず
と
し
て
い
る
の
は
、
神
は
神
式
で
祀
り
、

仏
に
は
仏
の
作
法
で
勤
め
、
両
者
を
混
淆
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
故
修
験
者
は
従
来
通
り
有
髪
妻
帯
し
、
古
例
に
の
っ
と
っ

た
奉
幣
式
、
七
社
引
導
、
院
主
の
自
葬
祭
を
実
施
す
る
よ
う
に
、
と

の
触
を
出
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

そ
し
て
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
、
聖
護
院
で
は
「
本
山
修
験

宗
派
法
則
」
と
運
営
機
構
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
宗
派
法
則
は
、
宗

旨
名
義
、
本
尊
、
専
読
誦
経
、
門
徒
教
化
、
加
持
祈
祷
、
官
位
、
昇

進
、
法
衣
・
法
具
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
た
運
営
機
構
と
し
て
、
聖

護
院
内
に
事
務
所
、
法
務
所
、
修
学
所
を
設
け
て
い
る
。
そ
し
て
事

務
所
は
裁
事
住
心
院
僧
正
・
今
大
路
正
六
位
、
副
裁
事
小
野
沢
正
六

位
・
佐
々
木
正
六
位
・
上
田
法
眼
、
法
務
所
は
司
裁
住
心
院
・
今
大

路
雑
務
、
司
副
を
伽
耶
院
大
僧
都
・
自
光
坊
、
司
監
高
橋
治
・
玉
木

喜
間
太
・
清
水
金
之
丞
・
大
善
院
、
修
学
所
は
督
務
小
野
坂
正
六
位
、

教
授
上
田
法
眼
、
助
授
自
光
坊
か
ら
成
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見

る
と
院
家
の
住
心
院
を
頭
に
い
た
だ
き
、
聖
護
院
の
坊
官
、
院
家
の

伽
耶
院
、
聖
護
院
内
の
大
善
院
、
盛
岡
の
年
行
事
の
自
光
坊
が
中
核

を
占
め
て
い
る
。
な
お
こ
の
宗
則
と
運
営
機
構
は
住
心
院
僧
正
、
五

流
先
達
中
、
尊
滝
院
、
玉
滝
坊
、
観
音
堂
、
覚
円
坊
、
大
聖
院
、
蓮

上
院
、
南
岳
院
、
東
光
院
、
玉
林
院
、
十
玉
院
、
淨
蓮
院
、
不
動
院
、

良
覚
院
、
岩
本
坊
、
南
光
坊
、
喜
蔵
院
、
養
覚
院
、
観
音
院
、
十
乗

院
、
五
流
公
卿
中
、
京
一
派
中
、
八
菅
山
光
勝
寺
一
山
中
、
自
光
坊
、

東
京
御
役
所
梅
之
院
に
送
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

一
方
三
宝
院
で
は
明
治
元
年
一
〇
月
に
配
下
の
修
験
に
対
し
て
、

今
回
の
神
仏
分
離
は
修
験
宗
廃
止
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
神
社
に
関

係
し
て
い
る
者
は
復
飾
神
勤
し
て
も
、
修
験
と
し
て
勤
皇
に
努
め
ら

れ
た
い
。

　

そ
の
際
、
１･

装
束
は
淨
衣
・
鈴
懸
・
白
張
袴
と
し
、
寺
院
号
を

苗
字
と
す
る
こ
と
。
な
お
神
勤
専
一
を
命
じ
る
府
藩
県
で
は
、
次

男
な
ど
に
院
跡
を
継
が
せ
る
こ
と
。
２･

神
社
と
な
っ
た
場
合
は
社

家
、
神
主
に
属
す
る
が
、
こ
れ
は
当
宮
（
三
宝
院
門
跡
）
か
ら
の
離

脱
を
意
味
し
な
い
。
３･

修
験
は
み
だ
り
に
復
飾
し
な
い
こ
と
。
４･

寺
内
鎭
守
は
清
淨
に
守
護
す
る
こ
と
。
５･

星
供
・
荒
神
供
、
鎭
加

持
・
祈
祷
は
修
験
の
職
掌
で
あ
る
。
社
人
が
こ
の
実
施
を
強
行
す
る

時
は
朝
廷
に
伺
う
故
、
そ
の
事
柄
、
相
手
の
姓
名
を
届
け
出
る
こ
と
。

６･

巫
女
職
は
従
前
の
注
連
筋
に
も
と
づ
い
て
継
承
す
る
こ
と
。
７･

修
験
一
派
引
導
は
妻
子
に
到
る
迄
実
施
す
る
こ
と
、
の
七
項
目
を
指

示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
配
下
の
離
脱
を
最
小
限
度
に
留
め
る

こ
と
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。
な
お
、
上
記
の
よ
う
に
本
・
当

両
派
と
も
一
派
引
導
（
葬
儀
）
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
六
月
二
九
日
に
は
、
御
一
新
以
来
両
部
分

別
を
目
指
す
太
政
官
の
方
針
に
の
っ
と
っ
て
、
修
験
は
凡
て
仏
徒
と

な
す
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
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二
、
修
験
道
廃
止

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
一
五
日
、
政
府
は

　
「
修
験
宗
ノ
儀
自
今
被
廃
止
本
山
当
山
羽
黒
派
共
従
来
ノ
本
寺
所

轄
ノ
儘
天
台
真
言
両
本
宗
へ
帰
入
被
仰
付
候
条
、
各
地
方
官
ニ
於
テ

比
旨
相
心
得
管
内
寺
院
ヘ
可
相
達
候
事

　

但
将
来
営
生
ノ
目
的
等
無
之
ヲ
以
帰
俗
出
願
ノ
向
ハ
始
末
具
状
ノ

上
教
部
省
ヘ
可
申
出
候
事
」

と
の
太
政
官
布
告
二
七
三
号
に
よ
っ
て
修
験
宗
を
廃
止
し
た
。
こ
こ

に
至
っ
た
の
は
、
修
験
道
が
、
神
仏
を
分
離
し
、
権
現
・
牛
頭
天
王
・

菩
薩
な
ど
の
仏
号
を
神
号
に
か
え
る
こ
と
、
僧
形
で
神
社
に
奉
仕
す

る
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
神
仏
分
離
令
に
反
す
る
こ
と
、
修
験
者
が

一
定
の
檀
家
を
持
た
ず
に
小
祠
小
堂
を
祀
り
、
呪
術
宗
教
的
な
活
動

を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
な
お
、
天
台･
真
言
に
所

属
さ
せ
た
こ
と
は
、
明
治
三
年
に
太
政
官
か
ら
修
験
者
が
仏
教
徒
と

み
な
さ
れ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
古
来
修
験
道
が
こ
の
両
宗
と
密
接

な
関
係
を
持
っ
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の

修
験
廃
止
に
い
た
っ
た
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

こ
れ
に
は
ま
ず
修
験
道
で
当
局
が
仏
号
の
例
と
し
て
あ
げ
た
権

現
・
牛
頭
天
王
・
菩
薩
号
な
ど
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ

る
。
権
現
号
は
金
剛
蔵
王
権
現
・
熊
野
権
現
な
ど
修
験
霊
山
の
神
格

の
呼
称
と
し
て
古
来
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
完

全
に
廃
止
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
〇

月
一
三
日
に
は
内
務
省
訓
第
七
六
九
号
で
、
権
現
号
な
ど
を
私
称
で

用
い
る
こ
と
を
容
認
し
、明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
に
は
神
社
、寺
院
、

仏
堂
で
古
来
の
慣
称
と
し
て
き
た
権
現
号
は
禁
止
し
な
い
こ
と
に
し

て
い
る
）
（（
（

。
ち
な
み
に
東
北
地
方
の
神
社
で
舞
わ
れ
る
山
伏
神
楽
で

は
、
崇
拝
対
象
で
も
あ
る
獅
子
頭
を
権
現
様
と
崇
め
、
そ
れ
を
用
い

る
舞
を
権
現
舞
と
呼
ん
で
い
る
。
次
に
牛
頭
天
王
は
当
初
は
疫
神
と

さ
れ
た
祇
園
社
（
八
坂
神
社
）
の
祭
神
だ
が
、
特
に
自
分
を
助
け
て

く
れ
た
蘇
民
将
来
の
子
孫
を
疫
病
か
ら
救
う
と
さ
れ
て
い
る
。
近
世

期
に
は
山
伏
は
「
ソ
ミ
カ
ク
ダ
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
は
修
験
者

が
治
病
な
ど
の
祈
祷
を
し
た
こ
と
に
因
ん
で
、
蘇
民
将
来
の
語
を

訛
っ
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
祇
園
祭
に
は
山
伏
鉾
、
役
行
者
山
が
登

場
し
、
吉
野
山
を
始
め
修
験
霊
山
で
は
祇
園
社
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

菩
薩
は
神
仏
分
離
令
で
は
八
幡
大
菩
薩
を
事
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る

が
、
修
験
道
の
始
祖
と
さ
れ
る
役
小
角
（
行
者
）
に
は
神
変
大
菩
薩
、

羽
黒
山
の
開
山
能
除
に
は
照
見
大
菩
薩
の
諡
号
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
修
験
者
の
間
で
は
読
経
に
際
し
て
こ
の
神
変
大
菩
薩
の
名
が

唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
さ
き
の
本
山
派
の
若
王
子
、
当
山
派
の
三
宝
院
の
達
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
修
験
道
の
本
山
で
は
寺
院
境
内
の
社
を
淨
域
と

し
て
、
そ
こ
で
神
を
祭
る
時
は
潔
斎
の
う
え
で
、
淨
衣
を
着
用
し
て

神
式
で
行
な
い
、
修
験
の
本
山
に
は
そ
の
ま
ゝ
所
属
す
る
よ
う
に
指
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示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神
仏
分
離
を
神
仏
隔
離
と
捉
え
、
近
世
期
を

通
し
て
神
社
の
祭
祀
に
携
っ
て
き
た
里
修
験
の
神
と
仏
を
祀
っ
て
き

た
活
動
を
容
認
し
て
、
そ
の
動
揺
を
鎮
め
て
掌
握
を
は
か
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
政
府
は
こ
れ
を
忌
諱
し
て
修
験
者
を
仏

教
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
仏
分
離
の
徹
底
を
は
か
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
明
治
政
府
が
当
初
か
ら
修
験
道
の
よ
う
に
遊
行
し
た
り
、
呪

術
宗
教
的
な
活
動
を
す
る
宗
教
の
統
制
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
あ

る
。
例
え
ば
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
太
政
官
の
重
役
が
記
し
た

覚
に
は
、
神
仏
分
離
の
対
象
と
す
る
宗
教
と
し
て
、
山
伏
と
陰
陽
師

を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
太
政
官
は
明
治
三
年
閏
一
〇
月
一
七

日
に
土
御
門
家
の
陰
陽
道
で
あ
る
天
社
神
道
（
土
御
門
神
道
）、
明
治

四
年
一
〇
月
に
は
六
十
六
部
と
普
化
宗
（
虚
無
僧
）
を
禁
じ
て
い
る
）
（（
（

。

な
お
明
治
五
年
六
月
二
八
日
に
は
修
験
の
自
葬
を
禁
じ
、
葬
儀
は
神

官
、
僧
侶
に
依
頼
す
る
こ
と
を
命
じ
、
同
年
一
一
月
八
日
に
は
無
檀
、

無
住
の
寺
院
を
廃
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
間
の
同
年
九
月
一
五
日

に
修
験
道
を
、
同
年
一
一
月
に
僧
侶
の
托
鉢
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
明
治
五
年
四
月
に
は
大
阪
府
が
巫
覡
の
取
締
り
を
は
か
り
、

明
治
六
年
一
月
一
五
日
に
は
梓
巫
・
市
子
・
憑
祈
祷
・
狐
下
げ
・
玉

占
・
口
寄
せ
な
ど
（
教
部
省
布
達
二
）、
明
治
七
年
六
月
七
日
と
、
そ

の
後
の
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
二
月
一
〇
日
に
は
、
禁
厭
・
祈

祷
を
も
っ
て
医
薬
を
妨
げ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
な
お
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
一
二
月
一
五
日
に
は
、
修
験
者
な
ど
の
民
間
宗
教
者
と

結
び
つ
く
、
山
野
路
傍
に
散
在
す
る
神
祠
（
山
神
、
霊
神
祠
）、
仏
堂

（
地
蔵
堂
・
辻
堂
）
を
社
寺
の
境
内
に
移
す
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ

う
し
た
民
間
宗
教
者
の
活
動
に
禁
制
が
出
さ
れ
た
の
は
、
明
治
五
年

七
月
二
五
日
に
天
変
地
異
が
起
っ
て
世
界
が
泥
沼
に
な
る
と
の
流
言

が
易
者
、
仏
教
者
、
山
伏
、
富
士
・
御
岳
行
者
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

明
治
五
年
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
修
験
宗
の
天
台
・
真
言
両
宗
へ

の
帰
入
に
際
し
て
は
、
聖
護
院
に
統
率
さ
れ
て
い
た
本
山
派
修
験
、

東
叡
山
に
所
属
し
て
い
た
吉
野
修
験
・
羽
黒
修
験
は
天
台
宗
に
、
三

宝
院
に
統
率
さ
れ
て
い
た
当
山
派
修
験
は
、
真
言
宗
に
包
攝
さ
れ
た
。

た
だ
英
彦
山
は
当
時
神
社
に
な
っ
て
い
た
。
天
台
・
真
言
両
宗
で
は

包
攝
し
た
修
験
者
を
次
の
よ
う
に
あ
つ
か
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
帰

入
後
は
両
宗
の
宗
風
を
習
知
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
教
法
、
勤
行
、
祈

祷
を
習
得
さ
せ
両
宗
の
法
服
を
着
用
さ
せ
る
。
た
だ
し
修
験
は
両
宗

僧
侶
の
次
席
と
し
、
秘
密
灌
頂
・
秘
法
・
大
法
な
ど
の
阿
闍
梨
、
導

師
を
勤
め
る
こ
と
は
認
め
な
い
。
修
験
寺
院
の
法
嗣
が
幼
少
の
時
は

後
見
人
を
置
か
せ
る
。
ま
た
将
来
永
続
の
見
込
み
の
な
い
寺
院
は
処

分
す
る
。
帰
入
後
は
先
達
・
年
行
事
の
名
称
を
廃
止
す
る
）
（（
（

。

　

そ
の
後
天
台
宗
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
月
、
山
門
派
と
寺

門
派
に
分
裂
し
た
。
そ
の
際
、
聖
護
院
を
本
寺
と
す
る
旧
本
山
派
修

験
は
天
台
宗
寺
門
派
に
、
近
世
期
に
東
叡
山
に
管
轄
さ
れ
て
い
た
吉
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野
修
験
と
羽
黒
修
験
は
天
台
宗
に
所
属
し
た
。
そ
の
際
、
寺
門
派
で

は
修
験
者
を
聖
護
院
末
と
し
て
一
括
し
て
包
括
す
る
方
針
を
と
っ
た
。

一
方
天
台
宗
で
は
当
初
は
比
叡
山
の
別
格
本
山
竹
林
院
、
の
ち
に
は

金
峯
山
寺
を
大
本
山
と
し
て
末
派
修
験
を
統
轄
し
た
。
一
方
真
言
宗

で
は
帰
入
修
験
者
に
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
月
に
三
宝
院
お

よ
び
地
方
庁
に
調
査
書
を
差
し
出
さ
せ
た
。
そ
し
て
翌
七
年
、
三
宝

院
道
場
に
配
下
の
修
験
者
を
集
め
て
真
言
宗
得
度
式
を
行
な
っ
た
）
（（
（

。

以
後
修
験
の
名
称
禁
止
、
神
仏
混
淆
禁
止
、
修
験
の
衣
体
着
用
の
禁

止
、
易
・
家
相
の
禁
止
な
ど
の
通
達
が
相
続
く
。
し
か
し
修
験
者
と

真
言
僧
を
、
こ
う
し
た
形
で
同
化
す
る
こ
と
に
僧
侶
の
側
に
抵
抗
が

あ
っ
た
為
か
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
定
め
ら
れ
た
真
言
宗
規

で
は
、
修
験
は
雑
宗
と
し
て
行
事
や
法
服
の
う
え
で
区
別
さ
れ
て
い

る
）
（（
（

。
さ
ら
に
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
以
降
、
修
験
は
近
士
の
名

称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

政
府
の
側
で
は
、
こ
れ
ら
の
教
団
側
の
施
策
と
並
行
し
て
、
明
治

七
年
六
月
二
四
日
に
は
天
台
・
真
言
両
宗
中
、
旧
修
験
三
派
の
う
ち

町
並
の
借
家
に
居
住
し
て
い
る
も
の
を
廃
さ
せ
て
い
る
（
教
部
省
達

書
二
七
）。
そ
し
て
明
治
八
年
一
〇
月
二
日
の
達
で
は
、
復
飾
し
た

旧
修
験
寺
院
の
建
物
の
う
ち
自
費
で
建
造
し
居
住
し
て
い
る
も
の

は
低
価
で
本
人
に
払
い
さ
げ
る
（
内
務
省
達
二
一
二
九
）
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
通
達
か
ら
見
る
と
、
政
府
側
で
は
修
験
寺
院
を
調
査
の
う

え
で
仏
教
寺
院
と
し
て
存
続
す
る
見
込
み
の
な
い
も
の
に
財
産
を
付

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
分
を
進
め
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
よ
う
。

三
、
霊
山
登
拝
の
盛
行

　

聖
護
院
で
本
山
派
の
立
て
な
お
し
に
尽
力
し
た
自
光
坊
快
孝
（
一

八
三
九―

一
八
七
四
）
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
閏
一
〇
月
に
本

寺
役
所
に
大
峰
、
葛
城
両
峰
の
千
日
山
籠
を
願
い
出
て
許
さ
れ
た
）
（（
（

。

　

彼
は
そ
の
意
図
を
修
験
道
を
名
義
相
応
の
義
と
す
る
為
に
役
行
者

の
遺
風
を
守
り
、
大
峰
山
に
引
き
籠
っ
て
捨
身
苦
修
の
実
行
を
す
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
当
初
は
吉
野
の
実
城
寺
に
行
っ
た
が
、
そ

の
後
大
峰
山
中
の
前
鬼
に
赴
い
て
修
行
し
、
そ
こ
で
修
行
中
の
木
曽

御
岳
出
身
の
実
利
（
一
八
四
三―

一
八
八
四
）
に
「
垢
離
の
大
事
」
を

授
け
て
い
る
。
こ
の
実
利
は
前
鬼
の
行
者
坊
五
鬼
熊
義
真
を
師
と
し

て
笙
の
岩
屋
と
前
鬼
で
二
度
に
わ
た
っ
て
千
日
籠
山
を
し
た
。
さ
ら

に
回
国
修
行
し
た
の
ち
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
か
ら
熊
野
の

那
智
に
籠
山
し
、
同
一
七
年
（
一
八
八
四
）
那
智
の
大
滝
で
捨
身
入

定
し
た
行
者
で
あ
る
）
（（
（

。
な
お
自
光
坊
快
孝
は
前
鬼
で
の
修
行
後
、
吉

野
山
吉
水
院
住
持
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
大
和
一
円
天
台
宗
教
義
取
締

に
な
っ
た
。
そ
し
て
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
一
月
に
は
、
大
峰

山
中
の
深
仙
で
満
行
法
要
を
営
ん
だ
が
、
翌
七
年
吉
野
山
で
死
亡
し

た
。

　

こ
の
自
光
坊
快
孝
や
実
利
の
大
峰
山
中
で
の
壮
絶
な
峰
入
修
行
に
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促
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
聖
護
院
や
三
宝
院
で
は
明
治
中
期
以
降
、

大
峰
山
で
配
下
の
修
験
者
を
集
め
て
盛
大
な
峰
入
を
行
な
っ
た
。
主

な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
聖
護
院
で
は
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
九

月
雄
真
大
僧
正
を
大
阿
闇
梨
と
し
て
深
仙
灌
頂
会
を
施
行
し
た
。
こ

れ
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
開
壇
以
来
、
三
七
年
に
あ
た
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
の
五
月
一
二
日
か
ら

六
月
一
日
に
か
け
て
は
、
神
変
大
菩
薩
千
二
百
年
忌
を
記
念
す
る
峰

入
が
、
五
千
人
余
の
参
加
者
を
集
め
て
盛
大
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
の

行
列
は
一
二
日
に
園
城
寺
を
出
発
、
聖
護
院
を
へ
て
、
役
行
者
の
廟

所
箕
面
山
で
採
灯
護
摩
供
を
施
行
、
つ
い
で
吉
野
蔵
王
堂
・
洞
川
竜

泉
寺
・
山
上
本
堂
・
小
笹
で
採
灯
護
摩
供
施
行
、
奥
駈
後
、
六
月
一

日
に
帰
院
し
た
。
な
お
聖
護
院
で
は
爾
来
ほ
ぼ
毎
年
、
吉
野
か
ら
熊

野
に
至
る
奥
駈
を
実
施
し
て
い
る
。

　

神
変
大
菩
薩
千
二
百
忌
記
念
の
峰
入
は
三
宝
院
で
も
一
年
お
く
れ

て
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
五
月
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
三
宝

院
で
は
明
治
四
二
・
四
三
年
（
一
九
〇
九
・
一
〇
）
に
も
峰
入
が
行
な

わ
れ
、
四
四
年
以
降
は
六
月
二
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
花
供
の
峰
入

が
恒
例
化
す
る
。
さ
ら
に
明
治
四
一
年
五
月
に
は
理
源
大
師
一
千
年

忌
や
、
同
四
三
年
一
〇
月
二
三
・
二
四
日
に
は
恵
印
灌
頂
な
ら
び
に

切
紙
伝
授
の
法
会
が
五
〇
人
余
の
修
験
者
の
参
加
の
も
と
に
盛
大
に

挙
行
さ
れ
た
。
一
方
、
峰
入
の
盛
行
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
修
験

集
団
が
次
第
に
勢
力
を
も
り
返
し
て
き
た
。
ま
ず
本
山
派
で
は
役
行

者
の
終
焉
の
地
と
さ
れ
る
大
阪
の
箕
面
寺
が
神
変
大
菩
薩
の
千
二
百

年
忌
な
ど
を
契
機
に
興
隆
し
た
。
ま
た
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
本
山

派
の
峰
入
の
拠
点
寺
院
吉
野
喜
蔵
院
も
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）

に
は
聖
護
院
末
の
寺
院
と
し
て
復
帰
し
た
。
三
宝
院
で
も
明
治
四
五

年
（
一
九
一
二
）
無
住
の
た
め
荒
廃
し
て
い
た
恵
印
灌
頂
の
根
本
道

場
で
開
祖
聖
宝
の
廟
所
で
も
あ
る
吉
野
鳥
栖
の
鳳
閣
寺
の
住
職
に
三

宝
院
執
事
の
山
根
福
持
を
あ
て
て
同
寺
を
再
興
し
て
い
る
。
ま
た
明

治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
六
月
に
は
、元
来
本
山
当
山
共
同
支
配
だ
っ

た
洞
川
の
竜
泉
寺
を
三
宝
院
末
と
し
、
こ
こ
に
三
宝
院
出
張
所
を
設

置
し
、
信
者
に
先
達
号
を
授
与
し
た
。
大
峰
登
拝
口
と
し
て
多
数
の

信
者
を
集
め
て
い
た
洞
川
に
三
宝
院
の
拠
点
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

　

山
門
派
の
修
験
で
は
、
吉
野
一
山
の
東
南
院
、
竹
林
院
が
修
験
寺

院
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
て
い
る
。
ま
た
比
叡
山
回
峰
行
の
道
場
無

動
寺
で
も
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
開
基
千
年
を
記
念
す
る
法
要

が
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
は
千
日
の

回
峰
行
を
お
え
た
叡
南
覚
忍
の
行
満
を
祝
う
各
地
の
参
拝
者
で
に
ぎ

わ
い
も
し
た
。
比
叡
山
の
修
験
も
復
活
し
た
の
で
あ
る
。

　

修
験
宗
廃
止
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
峰
山
に
は
大
阪
の
八
島
役
講

を
始
め
数
多
く
の
講
社
が
登
拝
し
た
。
明
治
初
期
に
修
験
者
の
還
俗

や
神
勤
に
よ
り
末
派
修
験
を
失
っ
た
聖
護
院
や
三
宝
院
は
こ
れ
ら
の

諸
講
に
積
極
的
に
働
き
か
け
た
。
講
の
方
で
も
こ
れ
に
呼
応
し
た
。

例
え
ば
天
台
宗
寺
門
派
に
よ
る
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
の
神
変
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大
菩
薩
一
二
〇
〇
年
忌
に
は
本
山
方
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
多
数

の
講
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
三
宝
院
で
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

新
門
跡
多
田
大
僧
正
の
晋
山
式
を
諸
講
員
の
為
に
特
別
に
行
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
応
え
て
大
阪
三
八
、
京
都
二
二
、
神
戸
九
、
近
江
三

の
諸
講
が
参
加
し
た
）
（（
（

。
さ
ら
に
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
は

全
国
各
地
の
霊
山
で
も
峰
入
が
盛
行
し
た
。

四
、
神
道
指
令
・
宗
教
法
人
令
と
霊
山
の
社
寺

　

戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
覚
書
「
国
家
神
道
に
対
す
る
政
府
の
保
証
、
支
援
、

保
全
、監
督
並
び
に
弘
布
の
廃
止
に
関
す
る
件
」（
通
称
「
神
道
指
令
」）

を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
神
道
は
廃
止
さ
れ
、
神
道
は
個
々

の
信
者
に
支
え
ら
れ
た
宗
教
と
な
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
）
（（
（

。
そ
し
て

同
年
一
二
月
二
八
日
に
は
、
勅
令
第
七
一
八
号
に
よ
っ
て
宗
教
法
人

令
が
公
布
さ
れ
た
（
施
行
は
翌
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
）。
こ
れ
に
よ
っ

て
宗
教
法
人
の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
包
括
団
体
は
文
部
大
臣
、
社

寺
な
ど
の
単
位
団
体
は
地
方
長
官
に
設
立
の
登
記
を
す
れ
ば
宗
教
法

人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
包
括
団
体
に
属
さ
な

い
単
立
の
社
寺
も
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
二
一
年
（
一
九
五
五
）

の
元
旦
に
は
、
年
頭
詔
書
に
よ
っ
て
天
皇
は
自
ら
の
神
格
を
否
定
し

て
人
間
宣
言
を
行
な
っ
た
。
ま
た
同
年
一
一
月
三
日
に
は
、
信
教
の

自
由
、
政
教
分
離
と
国
有
財
産
を
特
定
宗
教
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
の

禁
止
を
規
定
し
た
新
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
神
道
界
で
は
、
昭
和
二
一
年
二
月
三
日

に
神
社
本
庁
を
設
立
し
、
多
く
の
神
社
が
こ
れ
に
所
属
し
た
。
も
っ

と
も
組
織
や
財
政
基
盤
が
確
立
し
て
い
る
霊
山
の
神
社
は
神
社
本
庁

に
所
属
せ
ず
、
単
立
法
人
と
な
っ
た
り
、
独
自
の
教
派
を
設
立
し
よ

う
と
し
た
。
単
立
法
人
と
な
っ
た
も
の
に
は
、
熊
野
坐
神
社
（
元
官

弊
大
社
）、熊
野
那
智
大
社
（
元
官
幣
大
社
）、奈
良
県
の
大
神
神
社
（
元

官
幣
大
社
）、
福
岡
県
の
高
良
神
社
（
元
国
幣
大
社
）、
武
州
御
岳
神
社

（
元
県
社
）
な
ど
が
あ
る
。
次
に
霊
山
の
神
社
が
中
心
と
な
っ
て
設
立

し
た
神
道
教
派
に
は
、「
大
山
阿
夫
利
神
社
本
庁
」（
元
県
社
大
山
阿

夫
利
神
社
）、「
木
曽
御
岳
本
教
」（
元
県
社
御
岳
神
社
）、「
白
山
教
」（
元

官
幣
中
社
白
山
比
咩
神
社
）、「
石
鎚
本
教
」（
元
県
社
石
鎚
神
社
）、「
熊

野
修
験
道
」（
熊
野
坐
神
社
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
昭
和
二
六
年

（
一
九
五
一
）
に
は
霧
島
神
宮
で
教
派
形
成
の
動
き
が
あ
っ
た
が
実
ら

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
在
は
こ
れ
ら
の
単
立
法
人
の

ほ
と
ん
ど
は
神
社
本
庁
に
加
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
教
派
で
は
、
木
曽

御
岳
本
教
、
石
鎚
本
教
、
熊
野
修
験
道
は
存
続
し
て
い
る
。

　

一
般
の
神
社
は
政
教
分
離
に
よ
っ
て
、
戦
前
の
よ
う
に
地
域
社
会

の
住
民
す
べ
て
を
氏
子
と
し
、
地
域
行
政
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
他
の
宗
教
と
同
様
に
信
者
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
昭

和
二
一
年
一
〇
月
に
施
行
さ
れ
た
第
二
次
農
地
改
革
に
よ
っ
て
神
饌

田
や
仏
供
田
な
ど
を
除
い
て
所
有
す
る
農
地
が
接
収
さ
れ
る
こ
と
に
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な
っ
た
。
ま
た
戦
前
に
一
部
の
神
社
に
与
え
ら
れ
て
い
た
国
庫
供
進

金
が
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
主
要
な
修
験
霊
山
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て

い
た
昭
和
二
〇
年
度
の
国
庫
供
進
金
（
円
）
は
第
一
表
「
修
験
霊
山

の
神
社
境
内
地
処
分
一
覧
」
の
右
欄
の
通
り
だ
っ
た
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
財
政
上
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
宗
教
界
で
は
、
新
憲
法
の

政
教
分
離
に
も
と
づ
い
て
国
有
財
産
を
特
定
宗
教
に
使
用
さ
せ
る
こ

と
を
禁
じ
た
こ
と
に
抵
触
す
る
国
有
境
内
地
の
譲
渡
を
積
極
的
に
陳

情
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
政
府
の
方
で
は
、
昭
和
二
一
年
八
月
一
〇

日
に
国
有
境
内
地
譲
渡
審
査
委
員
会
が
日
光
の
境
内
他
を
調
査
し
た
。

一
方
神
社
本
庁
で
は
機
関
紙
『
神
社
新
報
』
に
昭
和
二
一
年
一
一
月

に
三
回
に
わ
た
っ
て
和
歌
森
太
郎
の
論
説
「
山
の
神
社
と
修
験
道
」

を
連
載
し
た
。
こ
の
中
で
和
歌
森
は
、
神
社
に
と
っ
て
山
の
信
仰
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
山
の
信
仰
か
ら
修
験
道
が
生
ま
れ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
働
き
か
け
の
結
果
、
昭
和
二
二
年

（
一
九
四
七
）
四
月
一
二
日
施
行
の
「
社
寺
境
内
処
分
法
」（
法
律
第
五

五
号
）
に
よ
っ
て
国
有
境
内
地
の
う
ち
「
宗
教
活
動
に
必
要
な
土
地

を
無
償
ま
た
は
時
価
の
半
額
で
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お

無
償
の
も
の
は
主
と
し
て
明
治
四
年
（
一
八
九
一
）
に
上
知
さ
れ
た

も
の
、
時
価
の
半
額
の
も
の
は
そ
れ
以
降
に
地
方
公
共
団
体
が
社
寺

に
境
内
地
と
し
て
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
山
岳
神
社
は
い
ず
れ
も
山
岳
や
森
を
、
神
霊
の
居
処
、

斎
場
、
修
行
道
場
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
一
般
の
神
社
で
も

鎮
守
の
森
を
神
霊
の
居
拠
と
し
て
崇
め
て
い
た
。
そ
の
際
全
山
を

神
霊
の
居
所
と
す
る
神
奈
備
型
（
奈
良
県
大
神
神
社
）、
山
頂
や
噴
火

口
を
崇
め
る
山
頂
型
（
静
岡
県
富
士
本
宮
浅
間
神
社
）、
山
麓
に
神
社

を
設
け
る
山
麓
型
（
奈
良
市
春
日
大
社
）、
平
地
の
森
を
神
霊
の
居
拠

と
す
る
平
地
型
（
京
都
市
賀
茂
御
祖
神
社
の
糺
の
森
）、
山
腹
に
神
社
を

第１表　修験霊山の神社境内地処分一覧

山名 神社名 処分年月日
（昭和）

処分地積
（坪）

昭和 20 年度
国庫供進金

（円）
羽黒山 出羽神社 2（,･1 ,11 468105
月山 月山神社 2（,･1 ,11 5349144 800
湯殿山 湯殿山神社 2（,･1 ,11 1042500
男体山 二荒山神社 26,･3 ,12 10220243 （00
相模大山 大山阿夫利神社 24,10,･1 4（260
富士山 富士本宮浅間神社 49, ･4 , ･9 1233413 6800
白山 白山比咩神社 26,･6 ,11 835（（43 1200
木曽御岳 御岳神社（三岳村） 25,12,･3 3348

御岳神社（王滝村） 24,･4 ,30 1566
三輪山 大神神社 24,12,26 9（9911 800
熊野本宮 熊野坐神社 26,･（ ,26 16164 5200
　　新宮 熊野速玉神社 2（,10,･6 22429 5000
　　那智 熊野那智神社 2（,12,12 19434 1000
石鎚山 石鎚神社 26,･8 ,15 1（020
英彦山 英彦山神社 25, ･5 , ･2 62290 2900
霧島山 霧島神宮 29, ･9 , ･6 2445（3 1200

大蔵省財務局編『社寺境内処分誌』昭 29、『神社行政沿革史下の下』･　
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設
け
る
山
腹
型
（
鹿
児
島
県
霧
島
神
宮
）
な
ど
五
種
類
の
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
神
社
と
な
っ
た
か

つ
て
の
修
験
霊
山
に
は
山
頂
型
や
山
腹
型
の
も
の
が
多
か
っ
た
。

　

境
内
地
の
払
い
さ
げ
を
希
望
す
る
社
寺
は
所
轄
の
大
蔵
省
財
務
局

出
張
所
（
税
務
署
に
併
置
）
に
社
寺
名
、
国
有
財
産
の
所
在
地
、
面
積
、

そ
の
土
地
が
１
宗
教
建
造
物
用
地
・
２
行
事
用
地
・
３
参
道
・
４
庭
園
・

５
祭
殿
保
存
地
・
６
災
害
防
止
用
地
・
７
特
定
の
由
緒
用
地
・
８
公

園
事
業
用
地
・
９
公
益
事
業
用
地
・
10
上
記
に
あ
る
立
木
そ
の
他
の

定
着
物
の
一
〇
項
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
か
を
明
記
し
て
、
申
請
す
る
。

こ
れ
を
受
け
た
財
務
局
で
は
、
申
請
者
が
も
と
官
幣
大
社
・
本
山
・

面
積
五
〇
〇
〇
坪
以
上
の
場
合
は
中
央
審
査
会
、
そ
の
他
は
地
方
審

査
会
に
審
査
を
付
託
す
る
。
な
お
こ
の
審
査
会
は
大
蔵
省
・
文
部
省
・

農
林
省
関
係
の
役
人
、
神
社
界
、
仏
教
会
、
学
会
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら

選
ば
れ
た
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
実
際
の
審
査
は
昭
和
二
三

年
（
一
九
四
八
）
の
夏
か
ら
始
ま
っ
た
。
霊
山
の
神
社
で
は
境
内
地

の
霊
山
は
御
神
体
ゆ
え
宗
教
活
動
に
必
要
な
も
の
と
し
て
譲
渡
を
受

け
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
し
て
昭
和
二
三
年
二
月
九
日
・
一
六
日
の

『
神
社
新
報
』
に
神
社
本
庁
の
岡
田
米
夫
の
論
説
、「
神
体
山
の
一
考

察
」
を
掲
載
し
た
。
こ
の
中
で
岡
田
は
古
来
神
体
山
信
仰
は
広
義
に

は
山
そ
の
も
の
を
御
神
体
と
し
て
崇
め
る
も
の
と
、
山
を
修
行
の
場

と
す
る
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
鎮
守
の
森
の
信
仰
に
展
開
し
、
後
者

は
修
験
道
の
影
響
の
も
と
に
富
士
、
二
荒
山
な
ど
の
講
に
よ
る
登
拝

の
形
を
と
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
神
体
山
は
神
社
信
仰
の
中
核

を
な
す
も
の
と
し
た
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
神
社
本
庁
で
は
昭
和
二

三
年
四
月
に
神
体
山
関
係
神
社
協
議
会
を
発
足
さ
せ
た
。
ま
た
山
岳

信
仰
研
究
会
を
組
織
し
て
、
大
場
磐
雄
・
堀
一
郎
・
宮
地
直
一
・
肥

後
和
男
な
ど
の
学
識
経
験
者
を
招
い
て
、
随
時
山
岳
信
仰
の
講
演
会

を
開
催
し
た
。な
お
同
じ
頃
Ｃ
Ｉ
Ｅ（
連
合
国
軍
総
司
令
部
情
報
教
育
局
）

の
宗
教
課
の
顧
問
を
勤
め
た
東
京
大
学
の
岸
本
英
夫
は
同
大
学
宗
教

学
研
究
室
を
中
心
と
す
る
山
岳
宗
教
の
研
究
会
を
組
織
し
て
調
査
研

究
を
行
な
っ
た
。

　

こ
の
社
寺
境
内
地
の
処
分
は
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
末
に
は

ほ
ぼ
完
了
し
た
。
こ
の
う
ち
の
旧
修
験
霊
山
の
神
社
の
処
分
結
果
は

第
一
表
「
修
験
霊
山
の
神
社
境
内
地
処
分
一
覧
」
に
示
す
通
り
で
あ

る
。
な
お
右
欄
に
は
既
述
の
よ
う
に
昭
和
二
〇
年
度
の
国
庫
供
進

金
（
年
額
）
を
あ
げ
て
お
い
た
。
こ
れ
を
見
る
と
戦
前
供
進
金
を
与

え
ら
れ
ず
、
境
内
地
処
分
で
も
わ
ず
か
し
か
譲
渡
を
受
け
な
か
っ
た

相
模
大
山
・
木
曽
御
岳
・
石
鎚
山
な
ど
が
戦
後
教
団
を
組
織
し
て
積

極
的
に
講
の
組
織
化
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
を
は
じ
め
と
し
て
霊
山
の
神
社
で
は
、
講
員
を
受
け
入
れ
る
為

の
登
拝
行
事
、
さ
ら
に
か
つ
て
修
験
が
行
な
っ
た
特
殊
神
事
の
復
活
、

山
を
神
霊
の
居
処
と
す
る
信
仰
に
も
と
づ
く
祖
霊
殿
の
建
立
や
慰
霊

祭
、
さ
ら
に
一
般
の
人
に
呼
び
か
け
る
観
光
・
文
化
活
動
を
行
な
っ

た
。
そ
こ
で
は
主
と
し
て
さ
き
の
表
に
あ
げ
た
神
社
に
見
ら
れ
る
主
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要
な
も
の
の
み
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　

登
拝
行
事
は
山
開
と
山
閉
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
日
光

二
荒
山
神
社
（
七
月
三
一
日
に
山
開
、
八
月
七
日
に
山
閉―

以
下
括
弧
内

に
両
者
を
あ
げ
る
）、
大
山
阿
夫
利
神
社
（
七
月
二
七
日―

八
月
一
七
日
）

富
士
本
宮
浅
間
神
社
（
七
月
七
日―

八
月
一
七
日
、
奥
宮
例
祭
・
八
月
一

五
日
）、
白
山
比
咩
神
社
（
七
月
八
日―

八
月
三
一
日
、
奥
宮
大
祭
・
七

月
二
八
日
）
木
曽
御
岳
神
社
（
七
月
一
五
日―

九
月
一
五
日
）、
霧
島
神

宮
（
七
月
一
日―

九
月
一
五
日
）
な
ど
で
こ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
。
な

お
講
の
組
織
化
に
は
出
羽
三
山
神
社
附
属
講
社
、
日
光
二
荒
山
神
社

登
拝
講
、
木
曽
御
岳
講
、
石
鎚
講
な
ど
が
あ
る
。
次
に
修
験
的
な
特

殊
神
事
に
は
、
出
羽
三
山
神
社
の
松
例
祭
（
修
験
の
冬
の
峰
の
結
願
行

事
・
一
二
月
三
一
日
）
や
峰
中
式
（
夏
）、
日
光
二
荒
山
神
社
の
湖
上

祭
と
灯
篭
流
し
（
日
光
修
験
の
船
禅
定
の
復
活
）、
熊
野
新
宮
の
神
倉

神
社
の
御
灯
祭
（
二
月
六
日
）、
那
智
大
社
火
祭
（
七
月
四
日
）、
英
彦

山
神
宮
御
田
祭
（
三
月
一
五
日
）、
霧
島
神
宮
の
山
上
で
の
御
神
火
奉

納
が
あ
る
。
祖
霊
殿
は
出
羽
三
山
神
社
、
大
山
阿
夫
利
神
社
、
石
鎚

神
社
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
観
光
化
は
行
政
と
結
び
つ
く
形
で
な
さ
れ

て
い
る
が
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
の
出
羽
三
山
の
国
立
公
園

の
指
定
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
の
富
士
山
の
名
勝
指
定
、
昭

和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
の
英
彦
山
神
域
の
天
然
記
念
物
仏
法
僧
棲

息
地
指
定
な
ど
が
観
光
客
を
招
く
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

五
、
修
験
道
の
再
生
と
修
験
系
新
宗
教

　

戦
後
の
宗
教
行
政
は
昭
和
二
〇
年
一
二
月
二
八
日
に
勅
令
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
宗
教
法
人
令
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
け
れ
ど

も
そ
れ
迄
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
四
月
一
日
に
国
家
総
動
員

法
に
も
と
づ
い
て
宗
教
教
団
の
大
同
団
結
を
目
指
し
て
制
定
さ
れ
た

宗
教
団
体
法
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ま
ず
宗
教
団
体
法
と

そ
れ
に
よ
る
修
験
道
の
と
り
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て

お
き
た
い
。
同
法
に
よ
り
仏
教
教
団
は
一
宗
一
派
と
し
五
六
教
団

を
二
八
教
団
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
基
督
教
団
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
）
と
日
本
天
主
公
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
の
二
教
団
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
他
宗
教
結
社
を
届
け
出
さ
せ
、
村
持
ち
の
仏
堂
は
す
べ
て
何
れ

か
の
寺
院
、教
派
に
所
属
さ
せ
た
。こ
の
結
果
天
台
で
は
山
門
・
寺
門
・

真
盛
の
三
派
が
合
同
し
て
天
台
宗
と
な
っ
た
。
そ
の
際
旧
山
門
の
金

峯
山
寺
と
旧
寺
門
派
の
聖
護
院
が
共
に
大
本
山
と
さ
れ
た
が
、
聖
護

院
が
こ
れ
に
反
発
し
、
結
局
、
文
部
省
の
宗
務
局
長
の
調
停
で
、
聖

護
院
を
大
本
山
、
金
峯
山
寺
を
修
験
道
別
格
本
山
と
す
る
が
、
こ
の

二
つ
の
法
流
を
認
め
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
一
方
真
言
方
で
は
高
野

山
真
言
宗
、
真
言
宗
醍
醐
派
、
東
寺
派
、
泉
涌
寺
派
、
山
階
派
、
善

通
寺
派
、
新
義
の
智
山
派
と
豊
山
派
の
九
派
が
合
併
し
て
真
言
宗
と

な
っ
た
。
そ
の
際
旧
当
山
派
の
修
験
は
醍
醐
派
に
掌
握
さ
れ
た
形
で

真
言
宗
に
所
属
し
た
。
な
お
こ
れ
ら
の
中
央
の
修
験
が
修
行
道
場
と
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し
て
い
た
山
上
ケ
岳
の
山
上
本
堂
（
旧
山
上
蔵
王
堂
）
は
吉
野
山
と

洞
川
が
共
有
し
て
い
た
が
、
寺
号
を
大
峰
山
寺
と
し
、
天
台
宗
と
真

言
宗
の
共
属
と
し
、
住
職
は
吉
野
山
の
四
護
持
院
と
真
言
宗
の
洞
川

竜
泉
寺
が
一
年
交
代
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
現
在
は

洞
川
側
（
竜
泉
寺
）
と
吉
野
側
（
吉
野
山
四
ケ
寺
の
う
ち
一
院
が
交
代
）

の
各
一
院
が
住
職
を
勤
め
て
い
る
。

　

戦
後
の
昭
和
二
〇
年
一
二
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
た
宗
教
法
人
令

で
は
、
宗
教
団
体
は
登
記
す
れ
ば
宗
教
法
人
に
な
り
、
宗
教
活
動
に

対
す
る
喜
捨
は
免
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
宗
教
団
体
法

に
よ
っ
て
合
併
を
強
い
ら
れ
た
諸
教
団
、
戦
前
に
宗
教
活
動
を
合
法

化
す
る
た
め
に
便
宜
的
に
多
少
関
連
し
た
教
団
に
所
属
し
て
い
た
新

宗
教
教
団
、
類
似
宗
教
団
体
と
し
て
政
府
の
監
督
下
に
あ
っ
た
宗
教

結
社
が
相
い
つ
い
で
独
立
し
た
。
特
に
明
治
政
府
に
よ
っ
て
廃
止
さ

れ
て
、
仏
教
教
団
に
属
し
た
旧
修
験
の
多
く
が
独
立
し
た
。
富
士
、

木
曽
御
岳
、
石
鎚
な
ど
旧
修
験
霊
山
で
も
多
く
の
教
団
が
成
立
し
た
。

今
一
方
で
既
述
の
よ
う
に
、
旧
修
験
霊
山
の
神
社
は
峰
入
や
修
験
行

事
を
復
活
し
、
そ
の
活
動
に
必
要
な
も
の
と
し
て
境
内
の
山
岳
や
森

の
譲
渡
を
申
請
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
で
は
修

験
道
そ
の
も
の
に
つ
い
て
知
る
こ
と
を
考
え
て
、
相
談
役
で
あ
る
と

共
に
修
験
に
も
く
わ
し
い
、岸
本
英
夫
や
天
台
宗
か
ら
独
立
し
た「
修

験
宗
」（
旧
本
山
派
）
総
務
の
宮
城
信
雅
ら
に
修
験
道
に
つ
い
て
聴
聞

し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
Ｃ
Ｉ
Ｅ
が
編
集
し
た
『
日
本
の

宗
教
』
で
は
修
験
宗
に
つ
い
て

　
「
修
験
宗
は
小
神
秘
宗
派
で
、
そ
の
創
設
者
は
奈
良
近
郊
の
神
主

の
息
子
役
小
角
で
あ
る
。
彼
は
神
道
の
雰
囲
気
に
浸
っ
て
山
岳
崇
拝

に
も
と
づ
く
苦
行
を
仏
教
に
も
た
ら
し
た
。
そ
の
教
え
で
は
神
道
の

八
百
万
神
も
含
め
て
す
べ
て
の
神
々
は
宇
宙
の
中
心
神
格
の
大
日
如

来
の
顕
現
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
仏
徳
が
示
現
す
る
神
聖
な
場
所

で
あ
る
山
岳
を
尊
重
す
る
。
ま
た
仏
の
身
口
意
の
三
業
の
神
秘
的
な

働
き
を
強
調
す
る
。
な
お
修
験
の
教
団
に
は
こ
の
修
験
宗
の
他
に
真

言
宗
醍
醐
派
が
あ
る
。
修
験
宗
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
政
府

の
布
令
に
よ
っ
て
天
台
宗
と
な
っ
た
が
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）

に
独
立
し
た
。
現
在
一
九
五
の
寺
院
、
一
四
六
八
人
の
僧
侶
、
二
九

二
〇
〇
人
の
信
者
を
有
す
る
。」

と
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の
「
修
験
宗
」
は
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
三
月
一
日
に
天

台
宗
か
ら
分
派
し
て
設
立
登
記
し
た
旧
本
山
派
の
修
験
教
団
で
あ
る
。

ま
た
や
は
り
天
台
宗
に
属
し
て
い
た
岡
山
県
の
五
流
尊
滝
院
も
同
年

三
月
三
〇
日
に
「
修
験
道
」
を
設
立
し
、
同
年
四
月
二
日
に
は
、
園

城
寺
を
総
本
山
と
す
る
天
台
寺
門
宗
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
頃
天
台

宗
か
ら
分
派
独
立
し
た
修
験
教
派
に
は
同
年
六
月
七
日
に
「
羽
黒
山

修
験
本
宗
」、
一
二
月
一
〇
日
に
大
阪
の
能
勢
妙
見
の
「
妙
見
宗
」、

二
二
年
五
月
一
〇
日
に
愛
媛
県
越
智
郡
清
水
村
の
石
中
寺
を
中
心
と

す
る
「
石
土
宗
」
が
あ
る
。
翌
二
三
年
四
月
一
六
日
に
は
吉
野
山
で
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山
門
の
東
南
院
・
桜
本
坊
ら
が
蔵
王
堂
を
本
堂
と
し
て
「
大
峰
修

験
道
」（
昭
和
二
七
年
に
「
金
峯
山
修
験
本
宗
」
と
改
称
）
を
設
立
し
た
。

た
だ
吉
野
一
山
の
喜
蔵
院
は
修
験
宗
に
属
し
、
竹
林
院
は
単
立
寺
院

と
な
っ
た
。
ま
た
二
四
年
一
二
月
一
三
日
に
は
京
都
の
鞍
馬
寺
が
天

台
宗
か
ら
独
立
し
て
鞍
馬
仏
教
を
創
設
し
た
。

　

真
言
宗
で
は
昭
和
二
〇
年
一
一
月
五
日
に
宗
教
団
体
法
で
強
制
合

併
さ
れ
た
真
言
宗
が
総
本
山
会
議
を
開
い
て
、
宗
教
団
体
法
施
行
以

前
の
九
派
が
分
派
独
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
う
ち
旧
当
山

派
修
験
を
包
攝
し
た
真
言
宗
醍
醐
派
か
ら
は
、
さ
ら
に
昭
和
二
一
年

に
「
ま
こ
と
教
団
（
現
真
如
苑
）」、
昭
和
二
四
年
に
「
解
脱
報
恩
感

謝
会
（
現
解
脱
会
）」
が
分
派
独
立
し
た
。
こ
の
両
教
団
は
現
在
も
醍

醐
三
宝
院
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
昭
和
二
一
年

四
月
に
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
に
利
修
上
人
開
基
の
修
験
道
場
鳳
来

寺
（
愛
知
県
鳳
来
町
）
が
「
真
言
宗
五
智
教
団
」、同
年
一
二
月
に
尼
ヶ

崎
市
の
福
田
寺
が
「
真
言
聖
天
宗
」、
昭
和
二
七
年
に
吉
野
鳥
栖
の

鳳
閣
寺
が
真
言
宗
鳳
閣
寺
派
を
設
立
し
て
独
立
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
真
言
教
団
か
ら
の
旧
修
験
系
寺
院
の
分
派
独
立
を
見
る

と
、
高
野
山
真
言
宗
か
ら
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
三
月
に
旧
当

山
十
二
正
大
先
達
の
一
つ
鼻
高
山
霊
山
寺
（
奈
良
市
中
町
）
が
「
霊

山
寺
修
験
宗
」
を
設
立
し
て
独
立
し
、
昭
和
二
五
年
八
月
に
は
、
犬

鳴
山
七
宝
滝
寺（
大
阪
府
泉
佐
野
市
）が
葛
城
修
験
道
を
標
榜
し
て「
真

言
宗
犬
鳴
派
」
を
設
立
し
た
。
ま
た
真
言
宗
御
室
派
か
ら
は
、
昭
和

二
二
年
（
一
九
四
七
）
に
石
鎚
山
旧
別
当
の
前
神
寺
（
愛
媛
県
西
条
市
）

が
「
真
言
宗
石
鈇
派
」、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
五
月
に
同
じ
く

石
鎚
信
仰
に
も
と
づ
く
極
楽
寺
（
西
条
市
）
を
本
山
と
す
る
「
石
鎚

山
真
言
宗
」、昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
に
岩
屋
山
光
明
院
（
京
都
雲
ヶ

畑
）
が
「
岩
屋
山
不
動
宗
」
を
設
立
し
て
い
る
。
真
言
宗
山
階
派
か

ら
は
昭
和
二
一
年
八
月
に
大
聖
観
音
寺
（
大
阪
市
住
吉
区
）
が
独
立

し
て
「
観
音
宗
」、
新
義
真
言
宗
豊
山
派
か
ら
は
昭
和
二
五
年
五
月

に
湯
殿
山
注
連
寺
（
山
形
県
東
田
川
郡
）
が
独
立
し
て
「
新
義
真
言
宗

湯
殿
山
派
」
を
設
立
し
た
。
な
お
新
義
真
言
宗
智
山
派
か
ら
は
、
昭

和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
一
月
に
役
行
者
開
基
の
岐
阜
県
不
破
郡
の

明
星
輪
寺
が
独
立
し
て
単
立
寺
院
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
薬
師

寺
を
総
本
山
と
す
る
法
相
宗
で
は
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
新

し
い
宗
制
の
認
証
を
得
た
が
、
そ
れ
に
は
法
相
修
験
本
宗
の
規
則
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　

神
道
系
の
修
験
教
団
に
は
富
士
信
仰
に
も
と
づ
く「
扶
桑
教
」・「
実

行
教
」、「
神
道
本
教
」
か
ら
昭
和
二
一
年
に
分
派
独
立
し
た
「
丸
山

教
」
が
あ
る
。
ま
た
木
曽
御
岳
に
関
し
て
は
「
御
岳
教
」
の
他
に
同

教
か
ら
二
一
年
三
月
一
一
日
分
派
独
立
し
た
「
御
岳
教
修
正
派
」（
本

部
新
潟
県
北
蒲
原
郡
）
と
既
述
の
木
曽
御
岳
山
麓
の
御
岳
神
社
（
長
野

県
西
筑
摩
郡
三
岳
村
）
が
、
昭
和
二
一
年
七
月
に
設
立
登
記
し
た
「
木

曽
御
岳
本
教
」
が
あ
る
。
こ
の
他
大
成
教
所
属
の
教
会
が
独
立
し
た

「
修
験
道
教
」（
東
京
都
葛
飾
区
）
は
役
行
者
の
遺
訓
を
実
践
す
る
こ
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と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
修
験
系
諸
教
団
の
、
教
団
設
立
が
認
可
制
に
な
る
宗
教

法
人
法
施
行
直
前
の
昭
和
二
五
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
各
教
団
か

ら
報
告
さ
れ
た
教
勢
は
第
二
表
「
修
験
系
教
団
教
勢
一
覧―

昭
和
二

五
年
」
の
通
り
で
あ
る
。

結

　

慶
応
四
年
（
一
九
六
〇
）
の
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
令
と
、

戦
後
の
昭
和
二
〇
年
一
二
月
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
出
し
た
「
神
道
指
令
」・

そ
れ
に
続
く
宗
教
法
人
令
・
新
憲
法
は
い
わ
ば
対
極
を
な
す
性
格
の

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
仏
分
離
令
は
国
学
や
そ
の
影
響
を
受
け

た
尊
皇
攘
夷
論
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
祭
政
一
致
を
と
き
、
後
に
国

家
神
道
に
と
展
開
し
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
神
道
指
令
は
こ
の
国

家
神
道
を
廃
し
、
国
家
の
宗
教
へ
の
関
与
を
禁
じ
た
も
の
で
、
神
道

は
他
教
と
同
様
、
宗
教
と
し
て
の
み
存
続
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、

政
教
分
離
・
信
教
の
自
由
を
保
証
す
る
宗
教
法
人
令
、
新
憲
法
に
と

展
開
す
る
。
な
お
前
者
は
古
来
の
伝
統
に
も
と
づ
く
内
在
的
な
政
治

権
力
、
後
者
は
占
領
軍
と
い
う
外
的
権
力
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
た
。

　

一
方
民
衆
は
幕
末
期
に
は
、
護
符
の
降
下
と
奇
跡
を
求
め
て
そ
れ

に
群
が
る
人
々
の
乱
舞
か
ら
成
る
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
が
流
行
し

た
。
な
お
関
東
か
ら
東
海
で
は
こ
の
囃
し
こ
と
ば
と
し
て
「
六
根
清

淨
」
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
）
（（
（

。
一
方
戦
後

の
民
衆
は
一
種
の
虚
脱
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
頃
自
分
を
天
照
大
神

と
し
た
北
村
さ
よ
の
踊
る
宗
教
（
天
照
皇
大
神
宮
教
）
が
登
場
し
て
い

る
。
な
お
維
新
当
初
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥
し
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
助
け
て
い
る
。
明
治
政
府
は
託
宣
・
祈
祷
・

卜
占
・
淫
祠
な
ど
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
戦
後
は
現
世
利
益

に
応
え
る
新
宗
教
が
隆
盛
し
た
が
、
マ
ス
コ
ミ
が
こ
れ
に
圧
力
を
か

け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
明
治
政
府
は
欧
米
な
ど
列
強
の
外
圧
に
対
抗

す
る
た
め
の
国
内
統
一
を
目
指
し
て
神
道
を
国
教
化
し
た
）
（（
（

。
一
方
一

九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
、
一
九
五
〇―

五
五
年
の
朝

鮮
戦
争
に
よ
り
、
共
産
主
義
が
外
圧
と
な
る
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
人

の
精
神
的
な
支
え
と
し
て
神
道
を
助
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
神
仏
分
離
に
は
じ
ま
る
国
家
神
道
が
ほ
ぼ
成
立
し

た
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
は
今
一
方
で
民
衆
の
間
で
霊
山
の
登
拝
、

社
寺
参
詣
、
巡
礼
、
遍
路
が
盛
ん
に
な
り
、
大
本
教
、
霊
友
会
を
は

じ
め
と
す
る
新
宗
教
が
お
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
神
道
指
令
後
の
宗
教

法
人
令
に
よ
り
数
多
く
の
修
験
教
団
や
修
験
系
の
新
宗
教
が
お
こ
っ

て
い
る
。
ま
た
境
内
地
譲
渡
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
霊
山
の
神
社
で
は
、

社
殿
の
背
後
の
山
は
御
神
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
共
に
、
近
世
期

に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
修
験
の
峰
入
行
事
や
祖
霊
祭
を
行
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
神
仏
分
離
、
修
験
道
廃
止
と
い
う
試
練
の
中
で
存

続
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
一
時
蘇
っ
た
霊
山
の
信
仰
が
、
神

社
界
の
危
機
の
時
に
あ
ら
た
め
て
見
な
お
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い



�8明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 43 号〕平成 18 年 11 月

教師 非教師 合計 教信徒
男 女 計 男 女 計 男 女 計 教徒 信徒 計

（（（ 161 938 95 25 120 8（2 186 1058 462 3183（ 32299
61（ 69 686 216 49 265 833 118 951 （386 50（95 58181

269（ 5（3 32（0 1918 9（4 2892 4615 154（ 6162 54880 （09944 （64824
3091 3212 6303 1503 1154 265（ 4594 4366 8960 200 （63（19 （63919
232 124 356 152 144 296 384 268 652 （6860 （6860
35 11 46 1454 18 14（2 1489 29 1418 3250 19500 22（50
8 8 13 13 21 21 （2 8500 85（2

（45（ 4150 1160（ 5351 2364 （（15 12808 6514 19322 66250 1661155 1（2（405
（2 82 154 （2 82 154 5266 5266

162 2（9 441 66 113 1（9 228 392 620 （82 95100 95882
24 11 35 9 19 28 33 30 63 1300 6（00 8000

25 1 26 9 4 13 30 9 39 5188 5188

4 12 16 4 12 16 5999 5999
28（ 385 6（2 84 136 220 36（ 525 892 （348 11298（ 120335

106（ 639 1（06 （8（（ 144100 1519（（
649 （6 （25 86328 86328
20 2（ 4（ 458 458

5 12 1（ 1（ 3361 33（8
12（5 831 2106 3549 211014 214563
1932 11 1943 12105 12105

11 8 19 2 1226 1228
4959 1604 6563 11445 458592 4（003（
5531 2556 808（ 1（（23 339609 35（332
1906 35（ 2263 20（（65 20（（65

4（ 6 53 2000 2000
13 2 15 620 620
22 14 36 1208 3126 4334
2 2 15 1300 1315
（ 6 13 65 3210 32（5
8 8 600 600

（536 2941 104（（ 19011 558230 5（（241

832 460 1292 113246 113246
131 52 183 18 1（ 35 149 69 218 34000 34000
963 512 14（5 18 1（ 35 149 69 218 14（246 14（246
31 2（ 58 1（ 31 48 48 58 106 110240 110240
1（ 1（ 148 31 1（9 165 31 196 9490 9490

315 154 469 35550 35550
103 19（ 300 103 19（ 300 90000 90000
466 3（8 844 165 62 22（ 316 286 602 245280 245280

1 1 2 1000 1000
3（ 39 （6 （6 3380 3456

1996 1996
55 55 110 12000 22680 34680
20 30 50 500 1000 1500
12 8 20 18 1610 1628
1 1 2 1188 1188
4 4 4 4 25 5（0 595

130 134 264 4 4 1380（ 32236 46043
21（98 10104 31902 5618 25（9 819（ 13644 （394 21038 11（861 3215（26 333358（

出
典
『
宗
教
団
体
教
徒
信
徒
数
一
覧
』
昭
和
二
五
年
一
二
月
三
一
日
現
在　

文
部
大
臣
官
房
宗
務
課

な
お
、
空
欄
は
上
記
一
覧
に
実
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
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第２表　戦後の修験系教団教勢一覧（昭和 25年（1951）12月 31日現在）

教団名 所在地
宗教法人 非宗教法人

計
社寺 教会 計 社寺 教会 布教所 計

Ｉ
旧
修
験
教
団

天台寺門宗 滋賀県大津市 220 13 233 2 95 102 199 432
修験宗 京都市左京区 1（3 2 1（5 38 30 14 82 25（
真言宗醍醐派 京都市伏見区 925 （3 998 302 302 1300
大峯修験宗 奈良県吉野山 28 34 62 69 9 （8 140
修験道 岡山県児島郡 31 28 59 （ 19 （8 104 163
羽黒山修験本宗 山形県東田川郡 （ 1 8 4 2 1 （ 15
新義真言宗湯殿山派 〃 （ 2 9 9
計 1391 153 1544 51 51（ 204 （（2 2316

Ⅱ
旧
修
験
寺
院

鞍馬弘教 京都市左京区 5 5 26 26 31
妙見宗 大阪府豊能郡 1 12 13 （8 145 223 236
真言宗犬鳴派 大阪府泉佐野市 5 5 9 9 14
真言宗鳳閣寺派 奈良県吉野郡
真言宗修験派 香川県木田郡 4 4 1（ 6 23 2（
修験聖天宗 兵庫県尼崎市
岩屋山不動宗 京都市北区 1 1 15 15 16
計 16 12 28 136 160 296 324

Ⅲ
富
士
信
仰
系

扶桑教 世田谷区松原 229 229 99 316 415 644
丸山教 川崎市登戸 68 68 3 14 1（ 85
富士教 豊島区巣鴨市 1 1 2 2 4 5
扶桑富士本教 静岡県駿東郡
富士御教 静岡県富士宮市 （ （ （
実行教 埼玉県大宮市 4 101 105 292 292 39（
新正教 愛知県豊川市 （ （ 119 119 126
大日本富士教 大阪府寝屋川市 5 5 5 3 8 13
計 4 418 422 520 335 855 12（（

Ⅳ
御
岳
教
関
係

御岳教 長野県西筑摩郡 452 452 525 1586 2111 2563
木曾御岳本教 〃 225 225 14 14 239
神道国清教 中野区鷺宮 3 1 4 4
御岳山曾間本教 愛知県一宮市 6 6 6
日之本教 兵庫県朝東郡 1 8 9 2 1 2 5 14
御岳大社教 名古屋市中区 2 2 2
御岳教修正派 新潟県北蒲原郡 5 5 4 4 9
御岳宗覚武教 徳島市昭和町 1 1 1
計 1 699 （00 2 543 1593 2138 2838

Ⅴ
石
鎚
系

石鎚本教 愛媛県西条市
神道石鎚教 愛媛県松山市
石鎚教 愛媛県西条市 61 61 63 4（ 110 1（1
石土宗 愛媛県今治市 14 3 1（ 9 6 2 1（ 34
計 14 64 （8 9 69 49 12（ 205

Ⅵ･

新
宗
教
修

験
系

まこと教団（真如苑）立川市 16 5 21 3 2 3 8 29
解脱会 新宿区荒木町 1（（ 1（（ 2 2 1（9
修験道教 葛飾区青戸 （0 （0 （3 （3 143
大和宗 宮城県塩釜市 1 1 1
計 1（ 252 269 3 4 （6 83 352

Ⅶ
山
岳
信
仰
系
新
宗
教

出雲神奈備教 島根県出雲市 1 1 1
大三輪教 奈良県桜井市 4 4 10 10 14
大山阿天利神社本庁 神奈川県中郡 30 30 30
大和教 宮城県塩釜市 6 6 15 15 21
高御位教 兵庫県印南郡 1 1 2 2
弥山教 山口県徳山市 5 5 1 1 6
日本不動教 大阪市東成区 1 1 1
不動教団 東京都足立区 3 3 3
計 4 18 22 26 30 56 （8
総計 144（ 1616 3063 65 1815 244（ 432（ （393
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る
。
こ
の
よ
う
に
霊
山
や
森
の
信
仰
は
い
わ
ば
日
本
の
民
俗
宗
教
の

基
調
音
と
し
て
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（1
）　

近
年
の
代
表
的
な
も
の
に
は
神
仏
分
離
に
関
し
て
は
、
圭
室
文
雄

『
神
仏
分
離
』
教
育
社
、
一
九
七
七
、
安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治

維
新―

神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
、
大
原

康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』、
一
九
九
三
が
あ
る
。

（
2
）　

阪
本
是
丸
「
神
仏
分
離
研
究
の
課
題
と
展
望
」、
神
社
本
庁
教
学

研
究
所
紀
要
、
一
〇
、
二
〇
〇
五
。

（
3
）　

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
之
研
究
、
続
編
』、
金
港
堂
書
店
、
一

九
三
一
、
六
六
一―

七
〇
六
頁
、
伊
東
多
三
郎
『
近
世
史
の
研
究
』

第
一
冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一―

六
五
頁
。

（
4
）　

井
門
富
士
夫
編
『
占
領
と
日
本
宗
教
』、
未
来
社
、
一
九
九
三
。

（
5
）　

文
化
庁
編
『
明
治
以
降
宗
教
制
度
百
年
史
』、（
文
化
庁
、一
九
七
〇
）

の
一
〇
頁
に
神
仏
分
離
令
と
し
て
あ
げ
る
一
二
の
法
令
の
通
番
号

を
示
す
。
な
お
以
下
の
記
述
に
関
し
て
は
、
同
書
一
一―
一
七
頁

参
照
。

（
6
）　

伊
達
光
美
『
日
本
宗
教
制
度
史
料
類
聚
考
』、
厳
松
堂
書
店
、
一

九
三
〇
、
以
下
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
法
令
は
本
書
に
よ
っ
て

い
る
。

（
（
）　

宮
家
準
『
修
験
道
組
織
の
研
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
九
、
一

八
六―

二
〇
二
頁
、
首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』、
国
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
四
、
二
二
六―

二
五
二
頁
。

（
8
）　

戸
川
安
章
『
新
版
出
羽
三
山
修
験
道
の
研
究
』、
佼
成
出
版
社
、

一
九
八
六
、
二
三
七―

三
〇
八
頁
、
後
藤
赳
司
『
出
羽
三
山
の
神

仏
分
離
』、
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
。

（
9
）　

長
野
覚
「
英
彦
山
修
験
道
に
お
け
る
神
仏
分
離
の
受
容
と
抵
抗
」、

桜
井
徳
太
郎
編
『
日
本
宗
教
の
正
統
と
異
端
』、弘
文
堂
、一
九
八
八
。

（
10
）　

岩
崎
敏
夫
「
修
験
道
資
料
上
之
坊
岩
崎
文
書
」、
東
北
学
院
大
学

東
北
文
化
研
究
所
紀
要
、
七
、
一
九
七
六
、
七
三―

七
四
頁
。

（
11
）　
「
本
山
事
務
改
革
法
務
衣
体
式
并
官
位
昇
進
及
職
員
録
」（
抄
）、

聖
護
院
文
書
三
〇
箱
。

（
12
）　
「
薩
摩
廃
仏
史
料
」『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
四
巻
、
名
著

出
版
、
一
九
七
〇
、
一
一
二
二―

一
一
二
四
頁
。

（
13
）　

太
政
類
典
第
一
編
、
一
三
三
巻
、『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』、

五
巻
、
一
一
一
五―

一
一
一
六
頁
。

（
14
）　

文
化
庁
『
明
治
以
降
宗
教
制
度
百
年
史
』、
一
九
七
〇
、
一
一
、

一
三
頁
。

（
15
）　
「
公
文
録　

三
九
五
」、
な
お
天
社
神
道
の
禁
止
に
関
し
て
は
林
淳

『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
、
三
七
三―

三
七
五
頁
。

（
16
）　
『
新
聞
集
成
、
明
治
編
年
史
』。

（
1（
）　

明
治
六
年
五
月
「
両
宗
管
長
よ
り
教
部
省
へ
の
回
答
書
」
に
よ
る
。

（
18
）　

中
条
真
善
『
修
験
大
要
』
総
本
山
醍
醐
三
宝
院
門
跡
、
一
九
四
二
、

六
三―

六
四
頁
。

（
19
）　

海
浦
義
観
述
「
験
乗
書
蒐
集
懐
旧
談
」、
日
本
大
蔵
経
編
纂
会
会
報
、

一
七
、
一
九
一
六
、
三
頁
。

（
20
）　

森
毅
「
幕
末
維
新
と
修
験―

奥
州
盛
岡
総
録
、
自
光
坊
快
孝
に
つ

い
て
」、
岩
手
県
立
盛
岡
短
期
大
学
研
究
報
告
、
二
五
号
、
一
九

七
四
、
参
照
。

（
21
）　

ア
ン
ヌ
、
マ
リ
、
ブ
ツ
シ
イ
『
捨
身
行
者
実
利
の
修
験
道
』、
角

川
書
店
、
一
九
七
七
。
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（
22
）　

宮
家
準
『
大
峰
修
験
道
の
研
究
』、
佼
成
出
版
社
、
一
九
八
八
、

二
四
〇―

二
四
九
頁
。

（
23
）　

文
化
庁
『
明
治
以
降
宗
教
制
度
百
年
史
』、
二
八
一―

二
九
八
頁
。

（
24
）　
「
昭
和
二
〇
年
度
国
庫
供
進
金
調
」『
神
道
行
政
沿
革
史
』、
下
の
下
、

三
一―
三
五
頁
、
一
七
五
頁
。

（
25
）　

大
蔵
省
管
財
局
編
『
社
寺
境
内
地
処
分
誌
』、
大
蔵
省
財
務
協
会
、

一
九
五
四
、
一
六
三―

一
七
〇
頁
、
な
お
以
下
の
記
述
の
多
く
は

本
書
に
よ
っ
て
い
る
。

（
26
）　

宮
城
信
雅
は
昭
和
二
二
年
（
一
九
五
四
）
五
月
一
五
日
午
前
中
に

文
部
省
宗
務
課
を
訪
れ
て
打
ち
あ
わ
せ
を
し
た
う
え
で
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ

宗
教
係
に
出
頭
し
、
修
験
宗
の
歴
史
、
行
事
、
教
義
な
ど
に
つ
い

て
約
三
時
間
に
わ
た
っ
て
説
明
し
て
い
る
。『
修
験
』
五
、
六
合

併
号
、
一
九
四
七
。

（
2（
）　

総
司
令
部
・
民
間
情
報
教
育
部
宗
教
文
化
資
料
課
編
、
文
部
省
宗

教
研
究
会
訳
、『
日
本
の
宗
教
』、
国
民
教
育
普
及
会
、
一
九
五
五
、

八
八―

八
九
頁
。

（
28
）　

高
木
俊
輔
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』、
教
育
社
、
一
九
七
九
、
一
五

―

一
七
頁
。

（
29
）　

阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九

九
四
、
参
照
。

（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）


